
庁      議  

              日時： ６月１１日（木）ＰＭ１：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

【協議事項】 

１ 損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について        文化スポーツ部長 

 

２ 学校給食費滞納者に対する訴えの提起及び和解についての        教育部長 
専決処分について    

 

 

【連絡事項】 

１ 令和２年国勢調査太田市実施本部の設置について            企画部長 

 

２ 令和元年度 入札及び契約状況について                総務部長 

 

３ プレミアム付商品券事業の実績について                福祉こども部長 

 

４ 太田市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定について     健康医療部長 

 

５ 一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構の                 産業環境部長 
経営状況等の報告について 
 

６ 令和２年度５月期農用地利用集積計画の決定について          農政部長 

 

７ 有害鳥獣対策の概要について                     農政部長 

 

８ 太田都市計画事業東別所南部土地区画整理事業の廃止について      都市政策部長 

 

９ 東別所南部地区に係る都市計画の変更について             都市政策部長 

 

10 第１０回太田市景観賞の募集について                 都市政策部長 

 

11 GIGAスクール構想の実現に向けた環境整備について           教育部長 

 

12 休業日における授業実施について                   教育部長 

 

13 太田市土地開発公社の経営状況の報告について             行政事業部長 



 

【その他】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
◆ 次回庁議予定 ◆ ６月２５日（木）ＡＭ８：３０～＜庁議室＞ 案件名報告： ６月１５日 (月)PM5:00 
                                    資料提出：  ６月１８日 (木)PM5:00 



６月１１日 庁議提出案件           資料No.１  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

           文化スポーツ部長 氏名 長谷川 幸浩 内線（TEL）３６００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  損害賠償の額の決定及び和解についての専決処分について 

 

【 目 的 】 

 公用車の運転中により発生した事故に関し、損害賠償の額を定め、和解することについて、

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決処分したことを報

告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 公用車の運転中に発生した事故による損害賠償表 

 
専決処分日 

損害賠償額 

（損害額） 

過失 

割合 
事故概要 

1 令和 2年 5月28日 
649,440円 

（721,600円） 
9割 

東京都板橋区仲宿57番付近の首都

高速道路5号線で令和2年2月22日

発生。公用車が走行中、十分な確

認を怠り急な車線変更したため、

後方から走行してきた相手方が所

有しその従業員が運転するトラッ

クと接触したことにより、当該公

用車の左側面部及び当該トラック

の右側面部が接触し、それぞれ損

傷したものです。 

 

２ 本件に関し、市と相手方との間には、上表に記載のほか、一切の債権債務関係がないこと 

を相互に確認する。 

 

３ 損害賠償の支払い 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 一般自動車保険にて対応しま 

した。 

 

４ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和２年６月委員会協議会あてに報 

告します。 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 文化スポーツ部 スポーツアカデミー担当強化育成係 外線４５－８１１７ 



   ６月１１日 庁議提出案件           資料No.２  
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 教育部長 氏名 春山 裕    内線（TEL）20-7086  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

  学校給食費滞納者に対する訴えの提起及び和解についての専決処分について 

 

 

【 目 的 】 

  未払い学校給食費に係る支払督促に対し、相手方から所定期間内に督促異議の申し立てが

なく、仮執行宣言を付した支払督促が送達されたところ、分割納付による和解を求める督促

異議の申立てがあったことから、民事訴訟法第３９５条により支払い督促申立ての時に訴え

の提起があったものとみなされるため、地方自治法第１８０条第１項の規定により訴えの提

起及び和解についての専決処分を行ったことについて報告するものです。 

   

【 概 要 】 

１ 提訴及び和解に関する概要 

  専決処分日：提訴 令和２年５月１１日 

        和解 令和２年５月１１日 

 滞納金額 和解概要 備考 

1 1,547,560円 分割納付 

 

児童・生徒５名分 

 

 

２ ５月２０日に開かれた口頭弁論に相手方が出廷しなかったため、和解に至らず判決を求め

ました。 

 

３ その他 地方自治法第１８０条第２項の規定により、令和２年６月委員会協議会あて 

に報告します。 

 

 

 

 

【 備 考 】 

 問合せ先 教育部学校施設管理課学校給食係 内線１３１４ ２０-７０８６ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ６月 １１日 庁議提出案件           資料No.１ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               企画部長 氏名 栗原 直樹  内線（TEL）２２００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

令和２年国勢調査太田市実施本部の設置について 

 

 

【 目 的 】 

 

令和２年国勢調査の実施に当たり、調査事務の万全を期すため、令和２年国勢調査太

田市実施本部要綱の規定に基づき、「令和２年国勢調査実施本部」を設置する。設置期

日は６月１日とする。 

 

 

【 概 要 】 

 

 経過及び現状 

・国勢調査は、統計法（平成１９年法律第５３号）に定める基幹統計調査として、同法

第５条第２項の規定に基づいて実施する人及び世帯に関する全数調査である。大正９年

の第１回調査以来、国の最も基本的で重要な統計調査として５年ごとに実施されており

本年実施する調査はその２１回目に当たる。 

 

１ 設置期間  令和２年６月１日～令和３年３月３１日 

２ 設置場所  企画政策課 

３ 組  織  別紙「令和２年国勢調査太田市実施本部組織図」のとおり 

４ 調査規模  ・調査対象：約９３，０００世帯 約２２２，０００人 

・調査区数：１，６４１調査区 

・予定指導員数：１６６人（市職員等） 

・予定調査員数：１，０７５人 

５ 実施計画  別紙「令和２年国勢調査実施計画」の通り 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 企画部 企画政策課 統計係 内線 ２２９７ ４７－１８２１ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



６月１１日 庁議提出案件             資料No.２  
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

              総務部長 氏名 髙島 賢二  内線（TEL）2300  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

令和元年度 入札及び契約状況について 

 

【 目 的 】 

  令和元年度契約検査課で取り扱った建設工事及び建設関連業務委託案件の入札及び契約

状況について報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１．令和元年度入札・契約状況  （ ）内は平成３０年度実績      

 区 分 件 数 
予定価格（円） 

（税抜き） 

落札金額（円） 

（税抜き） 

単純平均 

落札率（%） 

加重平均 

落札率（%） 

条件付一般競争入札 

・通常型 

327     6,149,080,000 5,604,850,000 84.29 91.15 

(305) (4,695,070,000)  (4,100,970,000) (83.88) (87.35) 

条件付一般競争入札 

・小規模型 

88      255,560,000 218,700,000 85.37 85.58 

(172) (536,410,000) (454,810,000) (84.35) (84.79) 

指名競争入札 
9      156,240,000 140,720,000 90.95 90.07 

(9) (246,760,000) (218,200,000) (90.86) (88.43) 

随意契約 
13     621,360,000   619,980,000 99.23 99.78 

(9) (1,427,630,000) (1,425,310,000) (97.44) (99.84) 

合 計 
437    7,182,240,000 6,584,250,000 85.09 91.67 

(495) (6,905,870,000) (6,199,290,000) (84.42) (89.77) 

  対前年比 88.28% 104.00% 106.21% 0.67 ﾎﾟｲﾝﾄ 1.90 ﾎﾟｲﾝﾄ 

 

２．くじ引きの状況  

年度 Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０ Ｒ１ 

くじ引き割合 51.4％ 51.4％ 62.7％ 64.4％ 63.4％ 57.9％ 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 総務部 契約検査課 契約係 内線 2451 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 47-1817 



 ６ 月 １１日 庁議提出案件           資料№ ３ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可      】 

○公開時期【 1.庁議後  】 

               福祉こども部長 氏名 荒木 清  内線（TEL）２５００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  プレミアム付商品券事業の実績について 

 

【 目 的 】 

  消費税・地方消費税率の１０％への引上げにあたり、低所得者・子育て世帯（０～２歳児）

を対象として実施したプレミアム付商品券事業の実績について報告するものです。 

 

【 概 要 】 

１ 対象者   

（１）令和元年度住民税非課税者（基準日 平成31年1月1日）   約 35,438人 

                              （うち申請書返信の該当者数：13,396人） 

（２）３歳未満の子が属する世帯の世帯主            約  6,362人 

   （平成28年4月2日～令和元年9月30日までに生まれた子） 

 

 ２ 購入限度額 

（１） 住 民 税 非 課 税 者     ：25,000円（販売額 20,000円） 

（２） 子育て世帯（3歳未満の子）：25,000円（販売額 20,000円）×3歳未満の子の数 

 

３ 申請期間及び購入期間 

対象者 申請 申請期間 販売期間 使用期間 

住民税非課税者 あり R1.8.1～12.31 R1.10.1 R1.10.1 

子育て世帯 なし なし ～R2.2.28 ～R2.2.29 

 

４ 販売実績 

    ・販売会場  イオン太田店（令和元年10月1～11日） 

新 田 庁 舎（令和元年10月15日～19日） 

本   庁  舎 (令和元年10月21日～令和2年2月28日） 

  ・引換券発行者数      19,758人 （47.3％） 

  ・販売金額      282,820,000円（額面 353,525,000円分） 

  ・換金額       350,963,500円（うちプレミアム分  70,192,700円） 

 

 

【 備 考 】 

＊問い合わせ先 福祉こども部社会支援課 管理係 内線２５２１ ４７－１８２７ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



 ６月１１日 庁議提出案件            資料No. ４ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              健康医療部長 氏名 岡島 善郎  内線３４００   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

太田市高齢者福祉計画・第８期介護保険事業計画の策定について 

 

【 目 的 】 

  高齢者を対象とした施策を総合的かつ計画的に推進するとともに、介護保険事業に 

係る保険給付の円滑な実施を確保するため、３年を１期として計画を策定するもので 

す。（令和３年度から令和５年度計画） 

 

【 概 要 】 

１．計画の内容 

①高齢者の実態把握及び現状評価（アンケート調査実施） 

②計画期間における対象サービスの種類と給付費等の見込み 

③介護保険財政の安定化を図るため、保険料等の見直し 等 

 

２．計画策定のための組織機関 

 ①太田市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定委員会 

     太田市介護保険運営協議会委員１８名 

福祉こども部長及び健康医療部長２名       計２０名  

②補助機関 

策定部会（関係５課長及び福祉こども副部長及び健康医療副部長） 

  事務調整部会（関係５課） 

 

３．今後のスケジュール 

令和２年７月 事務調整部会、策定部会【日常生活圏ニーズ調査アンケート】 

８月 策定委員会 

       10月 事務調整部会、策定部会、策定委員会 

       11月            【介護保険料仮算定】 

       12月 事務調整部会     【パブリックコメント開始】 

   令和３年１月 策定部会、策定委員会 【介護保険料仮決定】 

       ２月             【パブリックコメント公表】 

    ３月 介護保険条例一部改正 【計画書完成】 

 

【 備 考 】 

＊問い合わせ先  健康医療部  介護サービス課  介護サービス係  内線2553 47-1939ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  ６月１１日 庁議提出案件           資料No.５   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

 

            産業環境部長 氏名 久保田 均  内線２６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構の経営状況等の報告について 

 

【 目 的 】 

本市が出資する一般財団法人地域産学官連携ものづくり研究機構（以下「ものづくり研究

機構」）について、その出資及び経営等の状況を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 拠出財産総額 ３００万円 

本市出資額 ２００万円（６６．６％） 

 

 ２ 第１２期（平成３１年４月１日から令和２年３月３１日）経営等の状況 

 （１）事業概要 

ものづくり研究機構の事業は、自主研修会開催や人材育成事業等の公益目的事業、 

   テクノプラザおおた等の施設管理事業やおおたまるごと太陽光発電所事業の収益事業

及びものづくり研究機構の法人運営事業を行ったものです。 

 

 （２）決算概要 

ものづくり研究機構の当期事業活動収入は、前期比約５．５％増の１億８，４５７ 

万円（前期１億７，４８０万円）。事業経費は、前期比約５．３％増の１億７，３４ 

６万円（前期１億６，４６８万円）となり、事業活動収支は、１，１１０万円（前期 

１，０１２万円）の黒字となりました。 

 

   ・財務諸表   （決算略表） 事業活動収支     １，１１０万円 

（貸借対照表） 資産合計      ４１，４５８万円 

                   負債合計      １８，２２８万円 

                   純資産合計     ２３，２３０万円 

        

   ※ 決算略表及び貸借対照表は別紙のとおりです。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  産業環境部 工業振興課 工業振興係 内線2642 47-1834 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 

 

  ６ 月 １１ 日 庁議提出案件           資料No.６    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

 農政部長 氏名 高田 進   （TEL20-9714）   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】  

 令和２年度５月期農用地利用集積計画の決定について 

 

【 目 的 】 

規模拡大を望む意欲ある農業者に対し、安心して貸し借りのできる農用地の利用集積を図り、

経営管理の合理化、農業経営基盤の強化を促進することを目的とした農用地利用集積計画（農

業経営基盤強化促進法第18条第1項）を決定しました。 

 

【 概 要 】 

１ 利用権設定等実績 

① 令和２度５月期利用権設定等実績              

区 分 筆数 田(ha) 畑(ha) 合計(ha) 

利用権設定  1,483 119.65 87.57 207.22 

所有権移転  30 0.06 3.79 3.85 

 

② 利用権設定地区別実績 

地区

別 

借り手    

(人) 

貸し手 

(人) 

田 畑 合 計 

筆数 面積(ha) 筆数 面積(ha) 筆数 面積(ha) 

太田 103 210 413 67.95 39 4.25 452 72.20 

尾島 22 173 143 13.42 281 29.50 424 42.92 

新田 75 235 262 37.49 274 38.69 536 76.18 

藪塚 23 31 6 0.79 65 15.13 71 15.92 

計 223 649 824 119.65 659 87.57 1,483 207.22 

  

 

２ 令和２年度５月期設定後実績            

区 分 筆数 田(ha) 畑(ha) 合計(ha) 

利用権設定 15,644 1,367.0 684.6 2,051.6 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  農政部 農業政策課 農政係  ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ２０－９７１４  



 ６ 月 １１ 日 庁議提出案件          資料No.７     
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               農政部長 髙田 進    （TEL20-9714）   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

 有害鳥獣対策の概要について 

【 目 的 】 

 令和元年度の有害鳥獣の捕獲及びその被害状況、各種対策の実施状況を報告するものです。 

【 概 要 】 

１． 有害鳥獣捕獲数及び農業被害額の推移 

年度 イノシシ シカ ハクビシン アライグマ タヌキ カラス 農業被害額（円） 

Ｈ２９ ３５５ １ ８６ ３６ ４４ ２１５ ６，８２６，０００ 

Ｈ３０ ３８２  ４４ ５３ ４９ １６３ １，３４０，０００ 

Ｒ１ ２６０  ４２ ７１ ３８ ２０２ ９，７２３，０００ 

２．各種対策 

（１）大規模緩衝帯整備事業（山林の下草・篠竹の刈り払い及び竹林の伐採） 

 ①市単独事業 

  実施面積  35.90ha  総事業費  10,493,375円 

  実施場所  東金井町、金山町、長手町、熊野町 

 ②県補助事業 

  菅塩町竹林整備（ぐんま緑の県民基金事業） 0.34ha 3,630,000円（県補助1,428,000円） 

 ③自走式樹木粉砕機・油圧ショベル借上事業 

  竹林整備実施場所：大鷲町、緑町、北金井町 ８カ所 3,000㎡ 

抜根作業実施場所：菅塩町 3,400㎡ 

（２）獣害対策設備設置支援補助 

イノシシ等から田畑を守るため、電気柵等の設備資材費の1/2を助成。 

件数 ６件（電気柵）  電気柵延長 2,533ｍ  補助金額 367,000円 

（３）その他の有害鳥獣対策 

・太田市有害鳥獣対策協議会による捕獲機材や止め刺し機材の購入・活用。金山周辺地域

におけるイノシシの生息状況調査の実施。 

・有害鳥獣市街地出没対策警備委託の実施。 

３．今後の対策 

   有害鳥獣駆除、大規模緩衝帯整備、有害鳥獣市街地出没対策警備委託などの実施と共に、

被害地区との更なる連携を図り、わな猟免許取得者の増加や生息環境管理に向けた事業を

実施する予定。 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 農政部 農業政策課 有害鳥獣対策係 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ２０－９７１４ 

 



 ６ 月 １１ 日 庁議提出案件           資料No.８   
●内 容 【 2.連絡事項  】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               都市政策部長 越塚 信夫  内線（TEL）２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

 

【 表 題 】 

 太田都市計画事業東別所南部土地区画整理事業の廃止について 

 

【 目 的 】 

   平成１９年２月１３日付けで東別所南部土地区画整理組合の設立認可（公告）がなされ、 

土地区画整理事業を施行すべき都市計画決定をされた区域ですが、組合第１回総会で、反対

署名が提出され、最終的に地権者の合意形成が得られず組合は解散し、事業は中止となって

います。事業計画では都市計画道路３・２・２号東毛幹線（国道３５４号）の整備を根幹に、

広幅員道路を活用とした沿道利用の促進を図る土地利用計画とし、街区は大規模街区の特性

を活かした市街地整備を図るものです。 

平成２６年４月、東毛広域幹線道路が開通するに併せて、民間による開発が進み住宅地及

び商業施設の開発圧力が高まるなかで、都市計画法第５３条により、地権者の土地利用が長

年制限されています。都市計画道路３・２・２号東毛幹線（国道３５４号）は街路事業で完

成し、改修予定であった七ケ村用水路は市単独事業で実施済であることから、当初の事業目

的はほぼ終了し、太田都市計画事業東別所南部土地区画整理事業を廃止するものです。 

 

 

【 概  要 】 

   ・事 業 名    太田都市計画事業東別所南部土地区画整理事業 

  ・施 行 者   東別所南部土地区画整理組合 

  ・施行面積   １４５，５４０㎡（約１４．６ｈａ） 

  ・今後の予定 

   （太田都市計画事業東別所南部都市計画事業廃止に向けて） 

群馬県との調整（事務連絡会） 

    １６条縦覧２週間、公聴会、１７条縦覧２週間、市都市計画審議会等 

   

 

【 備  考 】 

＊  問い合わせ先 都市政策部 市街地整備課 管理指導係  

内線 ２８３１  ４７－１８４１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 

 



 ６月 １１日 庁議提出案件           資料No.９     
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長  氏名 越塚 信夫  内線 ２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

東別所南部地区に係る都市計画の変更について 

 

 

【 目 的 】 

東別所南部土地区画整理事業の廃止に併せ、当該事業区域を包含する東別所南部地区の良

好な住環境の維持保全及び広域幹線道路沿線における活気あふれる土地利用を促進させる

ため、当該地区について都市計画の変更を行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

１ 都市計画変更の区域 

東別所南部地区（約16.0ha） 

 ※区域については別紙参照 

 

 

２ 変更内容 

①  用途地域の変更：Ａ地区（第一種住居地域 → 準工業地域） 

          Ｂ地区（変更なし（第一種住居地域）） 

          Ｃ地区（変更なし（準住居地域）） 

② 地区計画の策定：地区の特性に応じたきめ細やかな土地利用計画の策定 

 

３ 今後の主なスケジュール（予定） 

関係権利者への説明   令和２年６月下旬 

都市計画原案の閲覧及び案の縦覧 令和２年７月～８月頃 

都市計画審議会    令和２年９月頃 

都市計画決定告示   令和２年度中 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 ４７－１８３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



６月１１日 庁議提出案件             資料No.10  

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

              都市政策部長 氏名 越塚 信夫  内線（TEL）２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  第１０回太田市景観賞の募集について 

 

【 目 的 】 

  市の魅力ある景観の保全・形成に対する市民意識の向上を図るため、建造物、樹木及び 

活動等、良好な景観づくりの取り組みを募集し、表彰します。 

 

【概 要 】 

１．応募対象（過去に表彰されたものは対象になりません。） 

① 建築物・工作物・屋外広告物・樹木等 

 ◇ 周辺の景観に配慮して計画・設計・建築・表示・緑化などをしたもの 

 ◇ ５年以上にわたって良好な景観を構成する建造物・樹木などを管理しているもの 

② 景観づくり 

 ◇ 良好な景観づくりに関する活動をし、市民意識の高揚に寄与したもの 

 ◇ ５年以上にわたって景観を保全する活動をしているもの 

※参考（過去５回） 

開 催 回 第５回（H27） 第６回（H28） 第７回（H29） 第８回（H30） 第９回（R1） 

応募件数 １１件 １７件 ８件 １５件 １３件 

 

２．応募資格 市民または市内で事業や活動をしている事業者・団体 

 

 ３．応募方法 自薦・他薦は問わず。所定の応募（推薦）用紙に記入し、必要書類を添えて

都市計画課へ持参、郵送、ファックス、メールのいずれかで応募 

 

４．募集期間 令和２年８月３日（月）～９月３０日（水） 

 

５．審査   太田市景観審議会委員により、現地確認のうえ審査 

 

６．表彰   大賞（原則１点）、賞（若干数）とし、表彰状及び記念品を贈呈 

 

＊ 問い合わせ先   都市政策部都市計画課都市景観係 内線2815 47－1839 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ６ 月 １１日 庁議提出案件          資料No.１１    

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後  】 

               教育部長 氏名 春山 裕  （TEL）20-7081  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 ＧＩＧＡスクール構想の実現に向けた環境整備について 

 

【 目 的 】 ＧＩＧＡスクール構想の実現に向け、児童生徒１人１台端末及び高速大容量の

通信ネットワークの整備を図る。 

 

【 概 要 】 

 

 １ 情報機器整備（１人１台端末整備） 

［対  象］ 市立小中高等学校４４校 

   ［整備内容］ 児童生徒１人１台の情報機器（タブレットＰＣ等）の整備 

          台数内訳（Ｒ２．５現在） 小学校 １２，３０１台 

                       中学校  ６，３１８台 

                       高 校    ８１１台 

                       他教職員分  ９９５台 

合 計 ２０，４２５台 

                        

       ※情報機器について、県の共同調達を活用予定 

［補 助 金］ 公立学校情報機器整備費補助金 

          （国庫補助２/３ 上限４５，０００円／台 ※小中学校のみ） 

 

  ２ 情報通信ネットワーク環境施設整備 

    ［対  象］ 市立小中高等学校４２校 

    ［整備内容］ 既存有線ＬＡＮの更新及び無線アクセスポイントの設置等、１人１台

環境における情報機器の使用に耐え得る学習用ネットワークの構築 

    ［補 助 金］ 公立学校情報通信ネットワーク環境施設整備費補助金 

           （国庫補助１／２ ※上限あり） 

 

  ３ その他    本事業費は令和２年度６月議会で提案予定 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問合せ先  教育部学校施設管理課財務係・施設整備係  ２０－７０８１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

        教育部市立太田高校            ３１－３３２１ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 ６月１１日 庁議提出案件           資料No.１２ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 1.庁議後 】 

 

              教育部長 氏名 春山 裕     （TEL）２０－７０８５   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

  休業日における授業実施について 

 

【 目 的 】 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、太田市立学校の臨時休業を実施いたしました

が、その代替となる授業日を夏季及び冬季休業日に設け、学習の保障を行うものです。 

 

【 概 要 】 

１ 小学校及び中学校 

（１）夏季休業日における授業日の設定期間 

７月２１日（火）、２２日（水）、２７日（月）～３１日（金） 

８月２４日（月）～２８日（金）、３１日（月） 

※本年度の実質的な夏季休業日は、８月１日（土）～８月２３日（日） 

（例年：７月２１日～８月３１日） 

（２）冬季休業日における授業日の設定期間 

１２月２４日（木）、２５日（金） 

※本年度の実質的な冬季休業日は、１２月２６日（土）～１月６日（水） 

（例年：１２月２４日～１月６日） 

 

２ 太田市立高等学校 

（１）夏季休業日における授業日の設定期間 

７月２１日（火）、２２日（水）、２７日（月）～３１日（金） 

８月２４日（月）～２７日（木） 

※本年度の実質的な夏季休業日は、８月１日（土）～８月２３日（日） 

（例年：７月２１日～８月２７日） 

（２）冬季休業日における授業日の設定期間 

現在のところ変更なし 

（冬季休業日 例年：１２月２４日～１月６日） 

 

３ 規則等 

太田市立小学校及び中学校管理規則第１３条第２項及び 

太田市立太田高等学校管理に関する規則第６条の規定による 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先   教育部 学校教育課 指導係  外線２０－７０８４ 



 ６月 １１日 庁議提出案件          資料No.１３ 
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               行政事業部長 氏名 城代 秀一   （TEL）0277-78-2842 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 太田市土地開発公社の経営状況の報告について 

 

【 目 的 】 

 本市が出資する太田市土地開発公社について、その出資及び経営の状況を報告するものです。 

 

【 概 要 】 

  １ 資本金総額  

１億１千万円（太田市１００％出資） 

  ２ 令和元年度決算状況 

  （１）事業概要 

    （代行取得事業） 

     ・市民会館広場整備事業…………………太田市からの依頼により用地取得し買戻済 

    （プロパー事業）      

・おおた渡良瀬産業団地造成事業………８区画の予約契約及び３区画の分譲契約済 

     ・新田東部工業団地地区拡張造成事業…２区画の分譲契約済 

     ・境北部工業団地地区拡張造成事業……造成工事着手及び分譲契約済 

  （２）決算概況 

     ・収益的収支  （収益的収入） ―  （収益的支出） ＝ （当期利益） 

             2,096,540,837円   1,987,841,523円   108,699,314円 

・貸借対照表  （ 資 産 ） ＝ （ 負 債 ） ＋ （ 資 本 ） 

  9,967,584,569円   8,304,816,731円   1,662,767,838円   

  ３ 令和２年度事業計画 

    ・代行取得事業として、（仮称）世良田公園整備事業の用地取得を行う。 

・上記プロパー３事業に加えて、丸山地区商業用地開発事業に着手する。 

４ その他 

（１）詳細については、6月12日付配付の土地開発公社経営状況説明書をご覧ください。 

  （２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３（財政状況の公表等）第２  

    項により太田市議会へ提出します。 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 行政事業部 用地管理課 管理係 ０２７７-７８-２８４２ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 


